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本計画における用語の使用について 

 「DV（ドメスティック・バイオレンス）」という言葉は、直訳すると「家

庭内暴力」となりますが、本計画では「配偶者や交際相手等の親密な関係に

ある、又はあった者から振るわれる暴力」という意味で使用しています。 

また、「配偶者や交際相手等の親密な関係にある、又はあった者」を「配

偶者等」と記載しています。
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